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第一部 【企業情報】 

 

第１ 【企業の概況】 

 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
 

回次 
第８期 

第２四半期 
累計期間 

会計期間 
自2021年11月１日 
至2022年４月30日 

営業収益 （千円） 340,408 

経常損失 （千円） △ 2,795 

四半期純損失 （千円） △ 5,803 

資本金 （千円） 388,750 

発行済株式総数 
普通株式 
Ａ種優先株式 
Ｂ種優先株式 
Ｃ種優先株式 

（株） 

 
13,043 
1,500 
3,937 
4,620 

純資産額 （千円） 144,033 

総資産額 （千円） 965,556 

１株当たり四半期純損失 （円） △ 1.26 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期純損失 

（円） ― 

自己資本比率 （％） 14.9 

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 69,529 

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △ 2,082 

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △ 4,776 

現金及び現金同等物の四半期末残高 （千円） 841,157 

  

回次 
第８期 

第２四半期会計期間 

会計期間 
自2022年２月１日 
至2022年４月30日 

１株当たり四半期純損失 （円） △ 3.41 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の 

期首から適用しており、当第２四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用

した後の指標等となっております。 

４．当社は、第７期第２四半期累計期間については四半期財務諸表を作成しておりませんので、第７期第２ 

四半期累計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 

５．2022年６月28日開催の臨時取締役会において、Ａ種類株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式のすべてにつ

き、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議したことにより、2022年７月13日付で自己株式として
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取得し、対価としてＡ種類株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式１株につき、それぞれ普通株式１株を交付して

おりますが、当事業年度の期首に当該普通株式の交付が行われたと仮定し、１株当たり四半期純損失を算定し

ております。なお、当社が取得したＡ種類株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式のすべてについて、同日付で消

却しております。 

６．2022年６月28日開催の臨時取締役会決議に基づき、2022年７月26日付で株式１株につき200株の株式分割を

行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純損失を算定

しております。 
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２ 【事業の内容】 

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。 
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第２ 【事業の状況】 

 

１ 【事業等のリスク】 

当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した事業

等のリスクについての重要な変更はありません。なお、新型コロナウィルス感染症の国内外における感染拡大の影響に

ついては、状況を注視してまいりますが、今後の経過によっては当社の事業に影響を与える可能性があります。 

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社は前

第２四半期累計期間について四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりま

せん。 

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況 

① 経営成績の状況 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化や世界経済悪化

の影響等により厳しい状況となりました。当社ホスピタリティソリューション事業と関連性がある宿泊旅行業界

においては、第１四半期においてはワクチン接種率の推進等により新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が

下がったことから、回復を見せたものの、同感染症のオミクロン株のまん延により、2022年1月下旬以降、まん

延防止等重点措置が複数の地域に適用となった結果、第２四半期においては宿泊者数が減速する結果となりまし

た。観光庁の統計によると、当第２四半期累計期間の延べ宿泊者数（インバウンド旅行者を含む）は、新型コロ

ナウイルス感染症拡大（以下、「コロナ禍」）前の2019年の同月と比較し、68.8%となりました。内訳としては、

日本人の宿泊者数は85.4%%、訪日外国人の宿泊者数は3.4%に留まりました。2021年11月から2022年１月に掛けて

は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の減少等の影響により、延べ宿泊者数は回復し、2021年12月は日

本人宿泊者数のみの数値としては2019年の同月対比で104.0%とコロナ禍前を上回りました。しかし、2022年２月

以降、オミクロン株の出現により、同感染者数が急増し、延べ宿泊者数は大きく減少し、2022年２月の日本人の

延べ宿泊者数は、2019年同月対比で、68.3%でした。2022年３月後半から、まん延防止等重点措置の解除等が行

われ、2022年３月、４月において徐々に回復を見せ、日本人の延べ宿泊者数の2019年同月対比でそれぞれ、

79.4%、84.4%となりました。なお、延べ宿泊者数については、国土交通省観光庁の発表する数値に基づき集計し

ております。 

新型コロナウイルス感染症の流行により、生活様式の変化を強いられる中、当社ホスピタリティソリューショ

ン事業においては、顧客価値向上のため、前年度に引き続き、主要サービスである「tripla Book」、及び

「tripla Bot」の機能改善に向けた開発投資を継続するとともに、宿泊業界に特化したCRM/MAツールとして、

「tripla Connect」をローンチいたしました。また、施設数を積み上げる営業活動に注力いたしました。 

 このような取り組みの結果、tripla Bookの施設数は、当第２四半期累計期間において、前年同四半期より

531施設増の1,301施設、tripla Botの施設数は、当第２四半期累計期間において、前年同四半期より60施設増の

947施設となりました。また、GMV（Gross Merchandise Value）も、当第２四半期累計期間において、前年同四

半期比の307.8%増の13,452百万円となりました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の営業収益は340,408千円となりました。利益面については、新型コロナ

ウイルス感染症のオミクロン株のまん延等による営業収益の悪化により、営業損失は2,881千円、経常損失は

2,795千円、当期純損失は5,803千円となりました。 

なお、第１四半期会計期間の期首から、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31       

日）等を適用したことに伴い、当第２四半期累計期間の営業収益、営業利益がそれぞれ29,138千円減額しており

ます。なお、収益認識会計基準等の適用の詳細については、「第４ 経理の状況 １四半期財務諸表注記事項（会

計方針の変更等）」をご参照ください。 

なお、当社はホスピタリティソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしてお

りません。 
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② 財政状態の状況 

（資産） 

当第２四半期累計期間における資産合計は、前事業年度末に比べ54,295千円増加し、965,556千円となりまし

た。流動資産は55,341千円増加し、951,718千円となりました。固定資産は1,046千円減少し、13,837千円となり

ました。 

（負債） 

当第２四半期累計期間における負債合計は、前事業年度末に比べ60,098千円増加し、821,523千円となりまし

た。流動負債は72,578千円増加し、600,243千円となりました。固定負債は前事業年度末に比べ12,480千円減少

し、221,280千円となりました。 

（純資産） 

当第２四半期累計期間における純資産合計は、前事業年度末に比べ5,803千円減少し、144,033千円となりまし

た。主な要因は四半期純損失5,803千円の計上による増加であります。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間における現金及ぴ現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ63,108

千円増加し、841,157千円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの

要因は次のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは69,529千円の収入となりました。主な要因は、税引前四半期純損失の計

上2,729千円、法人税等の支払額3,240千円により資金が減少した一方で、預り金の増加70,979千円により資金が

増加したことによるものであります。預り金の増加70,979千円は主に、tripla Bookを利用したユーザーからの

宿泊予約によるクレジットカード決済代金の増加となります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは2,082千円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得によ

る支出1,148千円、敷金及び保証金の差入よる支出1,000千円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは4,776千円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の返済による

支出4,776千円であります。 

 

(3) 経営方針、経営戦略等 

当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針、経営戦略等について重要な変更はありません。 

 

(4) 優先的に対処すべき事実上及び財務上の課題 

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 

(5) 研究開発活動 

該当事項はありません。 

 

(6) 従業員の状況 

当第２四半期累計期間において、従業員数の著しい増減はありません。 

 

 

３ 【経営上の重要な契約等】 

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

（1） 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 91,000 

Ａ種優先株式 5,000 

Ｂ種優先株式 4,000 

Ｃ種優先株式 10,000 

計 110,000 

(注) １． 2022年７月26日開催の臨時株主総会の決議に基づき、定款の一部変更を行い、同日付で、Ａ種優先株式、Ｂ種

優先株式、Ｃ種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数を18,370,000

株増加し、18,480,000株としております。 

２．2022年６月28日開催の臨時取締役会決議に基づき、2022年７月26日付で、株式分割に伴う定款の変更を行い、

発行可能株式総数は18,370,000株増加し、18,480,000株となっております。 

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
第２四半期会計期間 
末現在発行数（株） 
（2022年４月30日） 

提出日現在 
発行数（株） 

（2022年10月20日） 

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 13,043 4,620,000 非上場 

権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式であ
り、単元株式数は100株でありま
す。 
（注）１、２、３ 

Ａ種優先株式 1,500 － 非上場 （注）１、４ 

Ｂ種優先株式 3,937 － 非上場 
単元株式数は100株であります。
（注）１、５ 

Ｃ種優先株式 4,620 － 非上場 
単元株式数は100株であります。
（注）１、６ 

計 23,100 4,620,000 ― ― 

（注）１．当社は、2022年６月28日開催の臨時取締役会決議に基づき、2022年７月13日付で、Ａ種優先株式、1,500株、

Ｂ種優先株式3,937株及びＣ種優先株式4,620株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞ

れ、1,500株、3,937株、4,620株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、自己株式として取得し

た当該Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式のすべてを2022年７月13日で消却しております。 

２．2022年６月28日開催の臨時取締役会決議に基づき、2022年７月26日付で、当社普通株式１株につき200株の割

合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,596,900株増加し、発行済株式総数は

4,620,000株となっております。 

３．2022年６月28日開催の臨時取締役会決議に基づき、2022年７月26日付で、１単元を100株とする単元株制度を

採用しております。 

４．Ａ種優先株式の内容は下記のとおりです。 

 （残余財産の分配） 

Ｃ種優先株主及びＢ種優先株主に対する残余財産の分配後、残余財産の分配をするときは、Ａ種優先株主に対し、

普通株主に先立ち、Ａ種優先株式１株につき2,600円を支払う。 

（金銭を対価とする取得請求権）  

Ａ種優先株主は、当社が、事業譲渡、事業譲受け、合併、会社分割、株式交換又は株式移転が当社の取締役会若し
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くは株主総会において承認された場合、当社の発行済株式総数の過半数の株式の譲渡が相続人等に対する売渡請求

に基づき承認された場合、又はある株式譲渡の結果、特定の株主（当該株主の子会社、関連会社、及び関係会社、

並びに当該株主の親会社、その子会社、関連会社、及び関係会社、並びにそれらの取締役、監査役及び従業員を含

む。）の議決権が当社の総株主の議決権の過半数となる場合における当該株式譲渡が譲渡承認請求に基づき承認さ

れた場合には、かかる承認の日を初日として20日間に限り、保有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得しその取

得と引換えに金銭を交付することを当社に請求することができる。 

 （普通株式を対価とする取得請求権）  

Ａ種優先株主は、Ａ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＡ種優先株式の全部又は一部につき、当社が

Ａ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる。  

（普通株式を対価とする取得条項）  

当社は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ株式公開

に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、合理的な期間内において取締役会の定める日をも

って、発行済のＡ種優先株式の全部を取得し、引換えにＡ種優先株主に当社の普通株式を交付することができる。 

 （議決権）  

Ａ種優先株主は、当社株主総会及びＡ種種類株主総会において、Ａ種優先株式１株につき１個の議決権を有する。  

 

５．Ｂ種優先株式の内容は下記のとおりです。 

（残余財産の分配） 

Ｃ種優先株主に対する残余財産の分配後、残余財産の分配をするときは、Ｂ種優先株主に対し、Ａ種優先株主及び

普通株主に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき3,400円を支払う。 

（金銭を対価とする取得請求権）  

Ｂ種優先株主は、当社が、事業譲渡、事業譲受け、合併、会社分割、株式交換又は株式移転が当社の取締役会若し

くは株主総会において承認された場合、当社の発行済株式総数の過半数の株式の譲渡が相続人等に対する売渡請求

に基づき承認された場合、又はある株式譲渡の結果、特定の株主（当該株主の子会社、関連会社、及び関係会社、

並びに当該株主の親会社、その子会社、関連会社、及び関係会社、並びにそれらの取締役、監査役及び従業員を含

む。）の議決権が当社の総株主の議決権の過半数となる場合における当該株式譲渡が譲渡承認請求に基づき承認さ

れた場合には、かかる承認の日を初日として20日間に限り、保有するＢ種優先株式の全部又は一部を取得しその取

得と引換えに金銭を交付することを当社に請求することができる。 

（普通株式を対価とする取得請求権）  

Ｂ種優先株主は、Ｂ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＢ種優先株式の全部又は一部につき、当社が

Ｂ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる。 

（普通株式を対価とする取得条項）  

当社は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ株式公開

に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、合理的な期間内において取締役会の定める日をも

って、発行済のＢ種優先株式の全部を取得し、引換えにＢ種優先株主に当社の普通株式を交付することができる。 

（議決権）  

Ｂ種優先株主は、当社株主総会及びＢ種種類株主総会において、Ｂ種優先株式１株につき１個の議決権を有する。 

 

６．Ｃ種優先株式の内容は下記のとおりです。 

（残余財産の分配）  

残余財産の分配をするときは、Ｃ種優先株主に対し、Ｂ種優先株主、Ａ種優先株主及び普通株主に先立ち、Ｃ種優

先株式１株につき5,000円を支払う。 

（金銭を対価とする取得請求権）  

Ｃ種優先株主は、当社が、事業譲渡、事業譲受け、合併、会社分割、株式交換又は株式移転が当社の取締役会若し

くは株主総会において承認された場合、当社の発行済株式総数の過半数の株式の譲渡が相続人等に対する売渡請求

に基づき承認された場合、又はある株式譲渡の結果、特定の株主（当該株主の子会社、関連会社、及び関係会社、

並びに当該株主の親会社、その子会社、関連会社、及び関係会社、並びにそれらの取締役、監査役及び従業員を含

む。）の議決権が当社の総株主の議決権の過半数となる場合における当該株式譲渡が譲渡承認請求に基づき承認さ
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れた場合には、かかる承認の日を初日として20日間に限り、保有するＣ種優先株式の全部又は一部を取得しその取

得と引換えに金銭を交付することを当社に請求することができる。 

（普通株式を対価とする取得請求権）  

Ｃ種優先株主は、Ｃ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＣ種優先株式の全部又は一部につき、当社が

Ｃ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当社に請求することができる。 

（普通株式を対価とする取得条項）  

当社は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ株式公開

に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、合理的な期間内において取締役会の定める日をも

って、発行済のＣ種優先株式の全部を取得し、引換えにＣ種優先株主に当社の普通株式を交付することができる。 

（議決権）  

Ｃ種優先株主は、当社株主総会及びＣ種種類株主総会において、Ｃ種優先株式１株につき１個の議決権を有する。 

 

 

（2） 【新株予約権等の状況】 

① 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

 

②【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

（3） 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 
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（4） 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金 
残高 

（千円） 

2022年２月１日～ 
2022年４月30日 

― 

普通株式 
13,043 

Ａ種優先株式 
1,500 

Ｂ種優先株式 
3,937 

Ｃ種優先株式 
4,620 

― 388,750 ― 288,750 

 

 

（5） 【大株主の状況】 

    2022年４月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式 
（自己株式を 
除く。）の 
総数に対する 
所有株式数 
の割合（％） 

鳥生 格 ※１ 東京都西東京市 
6,000 
(300) 

23.56 
(1.18) 

髙橋 和久 ※１ 東京都世田谷区 
4,100 
(300) 

16.10 
(1.18) 

イノベーション・エンジン産業創
出投資事業有限責任組合 

東京都港区芝二丁目3番12号 1,810 7.11 

MSIVC2018V投資事業有限責任組合 東京都中央区京橋一丁目2番5号 1,788 7.02 

リード・グロース３号投資事業有
限責任組合 

東京都港区赤坂八丁目5番40号 1,740 6.83 

ALL-JAPAN観光立国ファンド投資
事業有限責任組合 

東京都千代田区大手町二丁目2番1号 930 3.65 

NREGイノベーション1号投資事業
有限責任組合 

東京都千代田区霞が関一丁目4番2号 800 3.14 

JR東日本スタートアップ株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2番2号 640 2.51 

イノベーション・エンジンPOC投
資事業有限責任組合 

東京都港区芝二丁目3番12号 560 2.20 

CSAJ スタートアップファンド投
資事業有限責任組合 

東京都港区赤坂一丁目3番6号 555 2.18 

計 ― 18,923 74.29 

(注) １．()内は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。 

２．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 
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（6） 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

     2022年４月30日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 

普通株式   13,043 
Ａ種優先株式 1,500 
Ｂ種優先株式 3,937 
Ｃ種優先株式 4,620 

普通株式   13,043 
Ａ種優先株式 1,500 
Ｂ種優先株式 3,937 
Ｃ種優先株式 4,620 

１（１）②「発行済株式」の
「内容」の記載を参照。 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 23,100 23,100 ― 

総株主の議決権 23,100 23,100 ― 

（注）１．当社は、2022年６月28日開催の臨時取締役会決議に基づき、2022年７月13日付で、Ａ種優先株式、1,500株、

Ｂ種優先株式3,937株及びＣ種優先株式4,620株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞ

れ、1,500株、3,937株、4,620株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、自己株式として取得し

た当該Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式のすべてを2022年７月13日で消却しております。 

２．2022年６月28日開催の臨時取締役会決議に基づき、2022年７月26日付で、当社普通株式１株につき200株の割

合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,596,900株増加し、発行済株式総数は

4,620,000株となっております。 

３．2022年６月28日開催の臨時取締役会決議に基づき、2022年７月26日付で、１単元を100株とする単元株制度を

採用しております。 

 

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 

 

 

２ 【役員の状況】 

該当事項はありません。 
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第４ 【経理の状況】 

 

１  四半期財務諸表の作成方法について 

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）

に基づいて作成しております。 

 

２  監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２第

１項の規定に準じて、第２四半期会計期間（2022年２月１日から2022年４月30日まで）及び第２四半期累計期間（2021

年11月１日から2022年４月30日まで）に係る四半期財務諸表について、監査法人A&Aパートナーズによる四半期レビュ

ーを受けております。 

 

３  四半期連結財務諸表について 

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

 

４ 初に提出する四半期報告書の記載上の特例 

当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７―６」の規定に準じて前年同四

半期との対比は行っておりません。 
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１ 【四半期財務諸表】 

（1） 【四半期貸借対照表】 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

（2021年10月31日） 
当第２四半期会計期間 
（2022年４月30日） 

資産の部   

  流動資産   

    現金及び預金 778,048 841,157 

    売掛金（純額） ※ 75,897 ※ 75,068 

    その他 42,430 35,492 

    流動資産合計 896,376 951,718 

  固定資産   

    有形固定資産  5,499  5,199 

    無形固定資産 297 － 

    投資その他の資産 ※ 9,087 ※ 8,638 

    固定資産合計 14,884 13,837 

  資産合計 911,261 965,556 

負債の部   

  流動負債   

    短期借入金 35,812 31,036 

１年内返済予定の長期借入金 6,240 18,720 

  預り金 411,539 482,519 

  その他 74,072 67,968 

    流動負債合計 527,664 600,243 

  固定負債   

    長期借入金 233,760 221,280 

    固定負債合計 233,760 221,280 

  負債合計 761,424 821,523 

純資産の部   

  株主資本   

    資本金 388,750 388,750 

    資本剰余金 769,485 769,485 

    利益剰余金 △ 1,008,398 △ 1,014,202 

    株主資本合計 149,836 144,033 

  純資産合計 149,836 144,033 

負債純資産合計 911,261 965,556 
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（2） 【四半期損益計算書】 

【第２四半期累計期間】 

 （単位：千円） 

 
当第２四半期累計期間 
（自  2021年11月１日 
至  2022年４月30日） 

  営業収益 340,408 

  営業費用 ※ 343,290 

  営業損失(△) △ 2,881 

  営業外収益  

    受取利息 7 

  為替差益 387 

    その他 11 

    営業外収益合計 406 

  営業外費用  

    支払利息 319 

    営業外費用合計 319 

  経常損失(△) △ 2,795 

  特別利益  

    固定資産処分益 65 

    特別利益合計 65 

  税引前四半期純損失(△) △ 2,729 

  法人税、住民税及び事業税 1,620 

 法人税等調整額 1,453 

法人税等合計 3,073 

  四半期純損失(△) △ 5,803 
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（3） 【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

 （単位：千円） 

 
当第２四半期累計期間 
（自  2021年11月１日 
至  2022年４月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

  税引前四半期純利益 △ 2,729 

  減価償却費 1,578 

固定資産処分益 △ 65 

  受取利息 △ 7 

  支払利息 319 

 為替差損益（△は益） △ 437 

  売上債権の増減額（△は増加） 828 

預り金の増減額（△は減少） 70,979 

その他 2,617 

  小計 73,083 

  利息の受取額 7 

  利息の支払額 △ 320 

  法人税等の支払額 △ 3,240 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 69,529 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

  有形固定資産の取得による支出 △ 1,148 

  有形固形資産の処分による収入 65 

  敷金及び保証金の差入による支出 △ 1,000 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,082 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  

    短期借入金の純増減額 △ 4,776 

    財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4,776 

  現金及び現金同等物に係る換算差額 437 

  現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 63,108 

  現金及び現金同等物の期首残高 778,048 

  現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 841,157 
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【注記事項】 

（会計方針の変更等） 

（収益認識に関する会計基準等の適用）  

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又

はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 

これにより、顧客 への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来顧

客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払の額を

差し引いた純額で収益認識する方法に変更しております。 

また、受注制作のソフトウェアについて、従来、工事完成基準（検収基準）を適用しておりましたが、第１四

半期会計期間より、一定期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度に応じて一

定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、契約における開始日から完全に履行義務を充足

すると見込まれる時点までの期間がごく短いものについては、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する

代替的な取扱いを適用しております。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期

会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高

に与える影響はありません。 

この結果、当第２四半期累計期間における営業収益、営業費用はそれぞれ29,138千円減少しておりますが、営

業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響はありません。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響は

ありません。 
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（四半期貸借対照表関係）  

※ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

 

  
当第２四半期会計期間 
（2022年４月30日） 

流動資産 1,838千円 

投資その他の資産 30千円 
 
 

（四半期損益計算書関係） 

※ 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

  

 
当第２四半期累計期間 
（自  2021年11月１日 
  至  2022年４月30日） 

広告宣伝費 7,287千円 

給与手当 187,787千円 

雑給 6,463千円 

法定福利費 30,689千円 

貸倒引当金戻入額 △128千円 

減価償却費 1,578千円 
 
 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

※ 現金及ぴ現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。 

 

  
当第２四半期累計期間 
（自  2021年11月１日 
  至  2022年４月30日） 

現金及び預金 841,157千円 

現金及び現金同等物 841,157千円 
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（株主資本等関係） 

当第２四半期累計期間（自 2021年11月１日  至 2022年４月30日） 

１  配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

２  基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの 

該当事項はありません。 

 

３  株主資本の著しい変動 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

当第２四半期累計期間（自 2021年11月１日 至 2022年４月30日） 

当社は、ホスピタリティソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

（収益認識関係）  

当社はホスピタリティソリューション事業の単一セグメントであり、主要な財又はサービスの種類別に分解した

収益は、以下のとおりであります。 

 

 

 （単位：千円）

 
当第２四半期累計期間 
（自  2021年11月１日 
  至  2022年４月30日） 

tripla Book 179,359 

tripla Bot 159,741 

その他 1,307 

顧客との契約から生じる収益（合計） 340,408 
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（１株当たり情報） 

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
当第２四半期累計期間 
（自  2021年11月１日 
  至  2022年４月30日） 

１株当たり四半期純損失 △ 1.26 

（算定上の基礎）  

  四半期純損失（千円） △ 5,803 

  普通株主に帰属しない金額（千円） － 

  普通株式に係る四半期純損失（千円） △ 5,803 

  普通株式の期中平均株式数（株） 4,620,000 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
式で、前事業年度末から重要な変動があったもの
の概要 

― 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純損失については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場で

あり、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりま

せん。 

２．2022年６月28日開催の臨時取締役会においてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式のすべてにつ

き、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議したことにより、2022年７月13日付で自己株式

として取得し、対価として普通株式を交付しておりますが、当事業年度の期首に当該普通株式の交付が

行われたと仮定し、１株当たり四半期純損失を算定しております。なお、当社が取得したＡ種優先株

式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式は、同日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。 

３．2022年６月28日開催の臨時取締役会決議に基づき、2022年７月26日付で株式１株につき200株の株式分

割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純損

失を算定しております。 

 

（重要な後発事象） 

１．優先株式の取得及び消却 

 当社は、2022年６月28日開催の臨時取締役会においてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式のすべてに

つき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議したことにより、2022年７月13日付で自己株式として取

得し、対価として普通株式を交付しております。 

 また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式は、2022年７月13日付で会社法第178条に基

づきすべて消却しております。 

 

優先株式の普通株式への交換状況 

（１）取得及び消却した株式数 

Ａ種優先株式 1,500株 

Ｂ種優先株式 3,937株 

Ｃ種優先株式 4,620株 

（２）交換により交付した普通株式数 10,057株 

（３）交換後の発行済普通株式数   23,100株 

 

２．株式分割及び単元株制度の採用 

 当社は、2022年６月28日開催の臨時取締役会決議に基づき、以下のとおり株式分割を行っております。また、

株式分割に伴い、2022年７月26日開催の臨時株主総会決議に基づき、2022年７月26日付で定款の一部を変更し単元

株制度を採用しております。 

 

（１）株式分割及び単元株制度の目的 



   

― 19 ― 

 投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的

として株式分割を実施するとともに、１単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。 

 

（２）株式分割の概要 

① 分割の方法 

 2022年７月25日を基準日として、同日 終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する普通株式を、１株に

つき200株で分割いたしました。 

 

② 分割により増加した株式数 

分割前の発行済株式総数 23,100株 

分割により増加した株式数 4,596,900株 

分割後の発行済株式総数 4,620,000株 

分割後の発行可能株式総数 18,480,000株 

 

③ 株式分割の効力発生日 

2022年７月26日 

 

 

２ 【その他】 

該当事項はありません。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

 

該当事項はありません。 
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